
ビジネス・シーンで活きる 「知財の発想」欧]財のセンス」

本連載も今回が■終回です。最後に,こ れ

まで考えてきた「如財の発想 知 財のセンスJ

が企業市Fjlのなかでどのように活かされてい

くべきなのか`企 業の経営層や事業部P5と知

期部F5の役告1分担を中t にヽ考えてみたいと思

います。

はじめに,企 業経営における 「知財Jの 位

置付けについて碓詔しておきましょう。第1

同でも触れましたが,企 業経宮において,本

質的な競争力の源は技術力やブランドカなど

の 「知的町産Jで あって,「知的財産権Jは

知的財たを活かして収益を拡大するためのツ
ールと位置付けることができます。

他のffJとして,情 報とコンピュータの関係

を考えると,企 業活動において本質的に必要

とされているのは 「情報Jで あって,そ の情

報を効米的に活用するためのツールカS「ヨン

ピュータJで す。キャッシュフローとファイ

ナンスの関係でいえば,企 業経常で木質的に

重要なのは 「キャッシュフローJで あってぅ

そのキャッシュフローを円】母にするッールが

120  ビ ジネス法務 2oo7 1

「ファイナンスJで す。

本質とツールの記設を訳って, コンピュー

タを導入することを目的化してしまうと,′ヽ

ブル時の過大な情報投資のような結果につな

がってしまヤヽますし, ファイナンス自体が日

的化して問題になった例としては,ラ イブド

ア事件が記憶に新 しいところです。

このような位置付けから,知 財業務の日的

とは,「知的財たから生み出される収益を,

知的lll産権というツールを使っていかに最大

化するかJと いう点にあることを,再 度確認

しておきたいと思います。

では,知 的財産という本質的な価値を有す



る期産から収益を得るべ く,ア『的U4産権とい

うツールを有効に利用するためには, どのよ

うな機能が必要になるのでしょうか。

先に情報とコンピュータの例を挙けました

が,情 報の有効活用において章要な役
~Hlを

米

たしているのが)情 報系コンサルタントや上

流工程を手門にするSEです。

彼らは,ワ ークフローを分析 し,コ ンピュ
ータをどのように用いて情報を活用するかの

基本的な設計を行うという,シ ステム開発の

上流工社に位置付けられるインテグレーショ

ン (統合)機 能を担っています。

こういった役割を担うスペシャリストが奇

場することによって,経 営者や車業部ドJとコ

ンピJ― タェンジエアの格たしが円滑に行わ

れるようになりぅコンピュータが企夫維宮に

不可次のツールとして定着することになった

といえるでしょっ。
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コンピュータが令来の各部円であたりまえ

に利用されているように,そ れぞれの事業部

門において勾的財産権というッールを有効に

利用することが発想できれば,自 社の競争優

位を作り‖1していくLで非iに 効果的です。

そのためには,加 的fll産権に関するテクニ

カルな問題は力財担当部門が処理するとして

も,知 的財産権で何ができるのかという基本

的な理解については!経 F層 や事業部門にで

さるだけ広 く浸 Frさせることが理想的です。

経営戦略や事業城峰,共 体的な事業計画を

検討する機会において,あ たりまえのように

知的財産権というツールの活用について確認

力llわれ,チ‖財言「円へのリクエストが出され

る。加HJ部内も,十 日頃から経営層の意図や

事業部F5の動向を意識して市rHする。両者問

の円滑な橋にしが行われるように,知 財部門

では知財インテグレーターが活雄 している。

このように,知 財という机点が企業内に広

く浸透すれば,知財部Pけに任せきりではなく)

双方参加型の角財業務が実践 されるで しょ

う。流行の 「We 2ヽo に なぞらえると,「知

期2 oJとでもいうべき状況が,ひ とつの理想

像として見えてくるのではないでしょうか。
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知財についてもrl様に考えられます。経営

者の考える戦略や事業部門の意図を的確に把

握し,自 社の知的財たの競争優位をいかに維

持していくこと力`できるか,そ のために知的

朗産能というツールをどのようにltえば有効

かという其本設計を情想し,そ れを社内 社

外の実務家に適切に指示していく役言rが主要

になります。

このような知的Hl産権のインテグレーショ

ン機能を備えることができる企業こそが, 『々

財維宮をrl現していくことができるのではな

いでしょうか。

(終)
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